
 

川越市建設工事における 現場代理人 の常駐義務の緩和に関す る  

取扱い  

 

この取扱いは、川越市建 設工事標準 請負契約約款第１０条に 基づく

現 場 代 理 人の 常 駐 義務 に お ける 緩 和に 関 し て 、必 要 な 事項 を 定 める 。 

 

１  全ての工事を対象と した「常駐 を要しない期間」につい て  

⑴  常駐を要しない期間  

全ての工事において、実質的に現場 が稼働していない次の各 号

に掲げる期間は、現場 代理人が現場 への常駐を要しないもの とし

ます。  

ア  契約締結後、現場事務所の 設置 、資機材の搬入又は仮設工事

等が開始されるまでの期 間  

イ  工事完成後、検査が完了し 、事 務手続、後片付け 等のみが残

っている期間  

ウ  工事用地等の確保が 未了、自然 災害の発生又は埋蔵文化 財調

査等により、工事を全面 的に一時中 断している期間  

エ  橋梁、ポンプ 、ゲート 、エレベ ーター等の工場製作を含 む工

事であって、工場製作の みが行われ ている期間  

⑵  常駐を要しない期間 の明示  

個々の工事における上記 期間につい ては、打合せ記録等の 書面

により明示することとし ます。  

 

２  一定の条件を満たす 工事を対象 とした「兼務を認 める工事 」につ

いて  

⑴  兼務を認める工事  

次のア、イ又はウに掲げる条件 を満 たす工事については、１人

の 者 が ２ 件 ま で の 工 事 の 現 場 代 理 人 を 兼 務 す る こ と が で き ま す 。



 

ただし、発注者が安全管理上等 の理 由により、兼務を認められな

いと判断した場合、又 は当該工事が 低入札価格調査の対象と なっ

た場合は、兼務をするこ とができな いのでご注意ください。  

ア  以下のいずれかの条 件を満たす 工事  

(ｱ) 川 越市 （川 越市 上下 水道 局を 含む 。）、 国又 は埼 玉県 若し

く は 川 越 地区 消 防組 合 が 発注 し た当初 請 負 契 約額 ４ ，５ ０ ０

万 円 未 満 （建 築 一式 工 事 であ る 場合に あ っ て は９ ， ００ ０ 万

円未満）の工事  

(ｲ) 川 越市 （川 越市 上下 水道 局を 含む 。）、 国又 は埼 玉県 若し

くは川越地区消防組合が 発注した単 価契約に係る工事  

イ  ア以外の場合でも、 以下の条件 を全て満たす工事  

(ｱ) 川 越市 （川 越市 上下 水道 局を 含む 。）、 国又 は埼 玉県 若し

くは川越地区消防組合が 発注した工 事  

(ｲ) 「 川越 市建 設工 事に おけ る技 術者 の専任 に関 する 取扱 い」

により、主任技術者の兼 務が認めら れた工事  

ウ  ア又はイに規定する もののほか 、別表１に該当する工事  

⑵  兼務を認める条件  

⑴の「兼務を認め る工事」において 、次に掲げる条件 を全て満

たす場合に限ります。  

ア  発注者との連絡体制 が確保され ていること。  

イ  必ず、いずれかの工 事に常駐し ていること。  

ウ  現場代理人の指示の もとに、安 全管理のほか現場の取り 締ま

りに支障が生じない体制 をとること 。  

エ  国 又 は 埼 玉 県 若 し く は 川 越 地 区 消 防 組 合 が 発 注 す る 工 事 と

兼務する場合は、当該 工事は市内で 施工されるものを含むも の

（発注者の承諾が得られ ている場合 に限る。）であること。  

⑶  兼務することができ る工事等の 確認方法  

⑴の「兼務を認め る工事」を適用す る場合は、入札公 告若しく



 

は指名通知又は見積通知（以下「入 札公告等」という。）に記載

することにしています 。「兼 務を認 める工事」の適用 が明示され

ていない工事については、「現場代 理人の兼務の可否に関す る照

会兼回答書（様式１）」により発注 者に照会してください。た だ

し、現場代理人として従事して いる 工事の発注者が川越市（川越

市上下水道局を含む 。）以外の 場合は 、⑴の「兼務を 認める工事」

を適用する場合であって も、当該工 事の受注者から現場代理 人の

兼務の可否に関する照会 兼回答書を 提出させ、当該工事の 発注者

の承諾を得たことを確認 することと します。なお 、⑴の「 兼務を

認める工事」を適 用する場合のう ち 、発注者が川越市（川越市上

下水道局を含む。）以外 であるものに 係る兼務の場合について は、

入 札 参 加 資 格 審 査 の と き ま で に 当 該 発 注 者 へ 確 認 を 行 っ て く だ

さい。  

⑷  兼務する場合の手続  

現場代理人の兼務を行う 場合は、現 場代理人として従事して い

る工事の発注者が川越市（川越市 上 下水道局を含む。）の場合に

は、「現場代理人 の兼務届（様 式２ ）」を２部作成し 、それぞれ

の工事を所管する工事担 当課へ提出 してください。また、現場代

理人として従事している 工事の発注 者が川越市（川越市上 下水道

局を含む。）以外の場 合には、「現 場代理人の兼務届」を １部作

成し、工事を所管する工事担当 課へ 提出してください。これらの

場 合 、 必 ず 兼 務 可 能 で あ る こ と が 確 認 で き る 書 類 （ 入 札 公 告 等 、

当 初 請 負 契 約 書 の 写 し 又 は 現 場 代 理 人 の 兼 務 の 可 否 に 関 す る 照

会兼回答書等）を添付し てください 。  

⑸  その他  

連絡体制の不備等、兼務に支障 があ ると認められた場合は、兼

務の承認を取り消す場合 があります 。  

 



 

３  現場代理人の休暇等 について  

現場代理人が休暇（⑹に定 めるもの をいう。以下同じ。）等によ

り 現 場 を 不 在 に す る 場 合 の 取 扱い は、 次 に 掲 げ る と お り と し ま す 。 

⑴  休暇を取得する期間 が７日（現 場閉所日（川越市週休２日制適

用工事要領に規定する現 場閉所日を いう。以下同じ 。）を含む 。）

以下の場合  

現場代理人に代わって 、代役を設置 するものとします。代 役は、

工事現場に常駐し 、工事現場にお け る運営、取締り（⑹に定める

ものをいう。以下同じ。）を行うも のとし、川越市建設工事標 準

請 負 契 約 約 款 第 １ ０ 条 に 定 め る そ の 他 の 権 限 は 行 使 で き な い も

のとします。なお 、休暇を取 得する 期間が１日未満（ 現場閉所日

を除く。）であり、発 注者と現場代 理人との連絡体制が確保 され

ている場合には、代役の 設置を要し ないものとします。  

⑵  休暇を取得する期間 が連続して ７日（現場閉所日含む 。）を超

える場合  

現場代理人を交代するも のとします 。  

⑶  研修への参加、関 係機関との打 ち合わせ等により現場を 不在に

する場合  

現場代理人が現場を不在 にする期間 中、発注者と現場代理 人と

の連絡体制が確保できな い場合は、⑴又は⑵と同様に取り扱 うも

のとします。  

⑷  現場代理人の代役を 設置する場 合の手続  

ア  代役を設置する場合 は、あらか じめ発注者へ「現場代理人の

休暇等に伴う代役につい て（通知 ）（様式３）」を提出し、現

場代理人は、当該休暇 の初日の開庁 時間までに総括監督員又 は

監督員へ連絡するものと します。  

イ  アの規定にかかわら ず、突発的 な休暇等の場合は、受注者が

総括監督員又は監督員へ 連絡するも のとします。  



 

⑸  代役の取扱い  

ア  代役に対する常駐義 務の緩和に ついては、当該工事の 取扱い

と同様とします。  

イ  代役となることがで きない者は 、次に掲げるとおりと します。 

（ア） 川越市（川越市上下水 道局を含む 。）が発注した現場代理  

人の常駐義務を緩和しな い他の工事 の現場代理人  

（イ） 川越市（川越市上下水 道局を含む 。）が発注した工事以外  

の工事の現場代理人  

（ウ） 営業所の専任技術者  

ウ  代役は、川越市（川越市上 下水 道局を含む。）が発注した工

事における現場代理人の 兼務の件数 に算入しないものとし 、工

事実績情報システム（コリンズ）へ の登録を要しないものと し

ます。  

エ  代役としての従事経 験は、川越 市（川越市上下水道局を含む。）

の 入 札 公 告 等 に お け る 入 札 参 加 資 格 や 総 合 評 価 方 式 等 に お け

る従事経験として認めな いものとし ます。  

⑹  用語の定義  

ア  休暇とは、次の （ア）又は （イ）に定める休 暇とします。  

（ア） 法定休暇（年次休暇、 生理休暇、 妊娠休暇、通院休暇、産  

前産後休業 、子の看 護休暇 、介護休 暇、出生時 育児休業 、育

児休業等で労働基準法等 の法律にお いて定められた休暇）  

（イ） 法定外休暇（慶弔 休暇、夏季休暇 、リフレッシュ休暇 など

受注者が独自に定めた休 暇）  

イ  運営、取締り とは、工事 現場に 関する全ての管理行為（労務

管理、工程管理、安全管理等）の ほ か、工事現場の風紀の維持

等をいいます。  

 

４  適用日  



 

⑴  この取扱いは、令 和８年１月１ 日以降に入札公告等を行 う建設

工事に適用します。  

⑵  ⑴の規定にかかわら ず、令和８ 年１月１日以降に工事が 完成す

る請負契約については 、受発注者間 で協議の上発注者が認め た場

合は、改正後のこの取扱 いを適用す ることができます。  

附  則（平成２２年３月 １２日決裁 ）  

 この取扱いは、平成２ ２年４月１ 日から施行します。  

   附  則（平成２５ 年３月１３ 日決裁）  

 この取扱いは、平成２ ５年４月１ 日から施行します。  

   附  則（平成２６ 年３月３１ 日決裁）  

 この取扱いは、平成２ ６年４月１ 日から施行します。  

附  則（平成２８年３月 ２２日決裁 ）  

 この取扱いは、平成２ ８年４月１ 日から施行します。  

附  則（平成２８年８月 １日決裁）  

 この取扱いは、平成２ ８年８月１ 日から施行します。  

   附  則（平成２９ 年３月１４ 日決裁）  

 この取扱いは、決裁日 から施行し ます。  

   附  則（平成３０ 年３月２３ 日決裁）  

 この取扱いは、平成３ ０年４月１ 日から施行します。  

   附  則（令和４年 ８月２６日 決裁）  

１  この取扱いは、決裁 日から施行 します。  

２  こ の 取扱 い の 施行 の 際 既に 川 越市 （ 川 越 市上 下 水 道局 を 含 む。 ）

を発注者として契約締結 されている 工事については、３⑵の 規定を

除き、なお従前の例によ るものとし ます。  

３  この取扱いの施行の 際現に改正 前の様式１及び様式２の 規定に

より作成されている用紙 は、この取 扱いの規定にかかわらず 、当

分の間、所要の調整をし て使用する ことができます。  

附  則（令和４年１２月 ２８日決裁 ）  



 

この取扱いは、令和５年 １月１日か ら施行します。  

   附  則（令和６年 １０月２５ 日決裁）  

１  この取扱いは、令和 ６年１１月 １日から施行します。  

２  こ の 取扱 い の 施行 の 際 既に 川 越市 （ 川 越 市上 下 水 道局 を 含 む。 ）

を発注者として契約締結 されている 工事については、４⑵の 規定を

除き、なお従前の例によ るものとし ます。  

３  この取扱いの施行の 際現に改正 前の様式２の規定により 作成さ

れている用紙は、この取 扱いの規定 にかかわらず、当分の間 、所

要の調整をして使用する ことができ ます。  

   附  則（令和７年 １２月１７ 日決裁）  

１  この取扱いは、令和 ８年１月１ 日から施行します。  

２  こ の 取扱 い の 施行 の 際 既に 川 越市 （ 川 越 市上 下 水 道局 を 含 む。 ）

を発注者として契約締結 されている 工事については、２⑴の 規定を

除き、なお従前の例によ るものとし ます。   



 

別表１  

工 種 等 の 特 性 が 特 化 し

ている工事  

・指定文化財等の特殊な 工事  

常 駐 を 要 し な い 期 間 に

該当する工事  

・ 埋 蔵 文 化 財 調 査 等 に よ り 工 事 の 一 時

中断に数か月間を要する 工事  

・ 工 場 製 作 を 含 む 工 事 で 工 場 製 作 の 期

間に数か月間を要する工 事  

その他  ・川越市と締結して いる「災 害時に おけ

る応急復旧業務に関する 協定書」に 基づ

き施工する工事  

・災害復旧などの緊急を 要する工事  

※  別表１に該当し兼務 が認められ た工事であっても 、工事の施工

状況等によっては兼務期 間を限定す る場合があります。また、工

事の進捗状況によっては 、兼務を取 り消す場合があります。  

 


